
町
職
員
を
講
師
と
し
て
派
遣
し
ま
す
！ 

「
福
崎
ま
ち
づ
く
り
出
前
講
座
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い 

　
町
民
の
み
な
さ
ん
が
知
り
た
い
こ
と
、

聞
き
た
い
こ
と
を
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
選

ん
で
い
た
だ
き
、
町
民
の
み
な
さ
ん

が
主
催
す
る
会
場（
町
内
に
限
る
）に
、

町
職
員
が
出
向
い
て
説
明
し
ま
す
。 

　
町
内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学
し
て

い
る
１０
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ
の
方
な
ら
、

ど
な
た
で
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

　
時
間
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
９
時

３０
分
ま
で
の
間
で
、
２
時
間
以
内
と

し
ま
す
。
な
お
、
開
催
日
は
、
年
末

年
始
・
盆
を
除
き
、
平
日
・
休
日
を

問
い
ま
せ
ん
。 

　
代
表
者
は
開
催
し
よ
う
と
す
る
日

の
２
週
間
前
ま
で
に
申
込
書
を
役
場

総
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、

担
当
課
と
調

整
の
う
え
、

代
表
者
に
通

知
し
ま
す
。 

　
詳
し
く
は
、

総
務
課
（
内

線
２
２
１
）

ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

１. わがまちガイド 
　　町の施設をご案内！ 

２. 通訳派遣（英語） 
　　英語の通訳を派遣します 

３. 選挙制度 
　　町長選挙、町議会議員選挙のしくみ 

７. 私たちの税金 
　　町税のしくみ 

８. 住民税について 
　　町県民税の賦課について 

９. 申告について 
　　確定申告の書き方について 

16. 国保を正しく知ろう 
　　国民健康保険制度の概要について 

17. 医療制度について 
　　医療制度（後期高齢者医療制 

　　度含む）はどう変わったの？ 
18. 介護保険ってなあに？ 
　　介護保険制度について 

19. このまちでいつまでも自分らしく 
　 暮らすコツ（介護予防のはなし） 
　　介護予防サービスの紹介や高齢者 

　　の自立を支援する方法について 

20. 心と体の健康づくり講座 
　　乳幼児から高齢者まで各世代における 

　　健康づくりについて 

37. 議会の概要 
　　議員数、議会活動、委員会活動 

38. 議会の傍聴 
　　傍聴手続き 

39. 請願と陳情 
　　請願手続きと陳情 

40. 水と生活 
　　水を使ううえでの心がけをお話しします 

41. 水道水のできるまで 
　　福崎町の水道のしくみをお話しします 

52. エンジョイ、ニュースポーツ（高齢者編） 
　　グラウンドゴルフ、ペタンク、ミニトラ 

　　ンポリンなど 

53. エンジョイ、ニュースポーツ（一般編） 
　　ソフトバレーボール、インディアカ、 

　　ターゲットバードゴルフなど 

48. 学ぼう集う文化センター 
　　各種講座の案内、施設の見学 

４. 私のまちの家計簿 
　　福崎町の財政状況について 

５. まちの将来のすがた 
　　福崎町総合計画について 

６. 統計から見るまちのすがた 
　　各種統計で比較した福崎町のすがた 

42. 学校ＥＮＧＬＩＳＨ（イングリッシュ） 
　　ＡＬＴ（小・中学校英語指導補助員）の活用に 

　　よる国際理解 

43. 学校教育のあれこれ 
　　就学援助制度・教育事業の紹介、Ｑ＆Ａ 

44. 文化めぐりin福崎町 
　　地元の文化財、文化施設、人物などをいっ 

　　しょに検証する 

45. 大地に埋もれた歴史 
　　考古資料を使って、身近な歴史を見る・触れる・ 

　　考えることによって分かりやすく理解する 

46. 大庄屋三木家探訪 
　　大庄屋三木家を臨時開放し、三木家の歴史 

　　を紹介！ 

　　※大庄屋三木家は、主屋の工事中につき建物 

　　　内への入場ができないため、庭での案内と 

　　　なります。 

　　　また、工事の都合上、案内できない場合も 

　　　あります。 

47. みんなで考えよう人権と青少年問題 
　　ともに明るく生きる社会をめざして！ 

54. 歴史を体験しよう 
　　まが玉づくり、土器づくり、草木染め等の 

　　体験講座です 

55. 古代食を作ろう 
　　縄文クッキー、万葉食等の古代食を作って食べる 

　　ことにより、古代人の知恵と工夫を学びます 

49. おはなし会 
　　地域の民話や伝承を、手づくりの紙芝居 

　　や語りで行う 

50. 図書館を楽しもう 
　　図書館を見学してもらい、いろいろな楽 

　　しみ方・利用方法などを紹介する 

51. エルデホールってどんなところ？ 
　　ホール内の施設案内・見学をしてもらい、 

　　ホールを身近に感じてもらう 

27. 悪質商法にご用心 
　　悪質商法の手口、対処方法について 

28. 道路管理について 
　　道路の維持修繕対策・交通安全対策・占用と許可など 

29. 道路事業・計画について 
　　幹線道路の調査、計画から完成までの道路事業の流れ、進め方 

30. 河川利用と河川の役割について 
　　治水・利水・環境に関する河川の役割と河川の利用について説明 

31. 公共事業の用地買収について 
　　公共事業用地取得における考え方と流れなど 

32. 都市計画のはなし 
　　福崎町の都市計画について 

33. 住民参加のまちづくり 
　　まちづくり手法・事例について 

34. 建築物の安全性について 
　　家を建てるときに注意すべきことについて紹介、建築 

　　基準法の趣旨及び簡易耐震診断の説明 

35. 福崎町生活排水処理計画 
　　管内図により説明 

36. 公共下水道のはなし 
　　下水道の役割・すすめ方について 

10. 住民基本台帳、戸籍のはなし 
　　住基、戸籍の届出について 

11. 町営（公営）住宅の管理と運営 
　　入居基準、管理基準等について 

12. 国民年金のしくみ 
　　簡単なしくみの説明 

13. ごみの分別とごみの行方 
　　出されたごみがどのように処理され、または 

　　分別されてリサイクルされているのか 

14. 環境にいい暮らし方 
　　循環型社会をめざした生活様式について 

15. 大雨･地震への備え 
　　地域防災の強化のために 

21. 福崎町の特産品 
　　もちむぎ麺等のＰＲ 

22. ふくさきの農林業 
　　福崎町の農林業の現状 

23. ほ場整備とむらづくり 
　　集落営農組織と農地の基盤整備 

　　をむすびつけ、むらづくりに発展 

24. 土地のはなし 
　　土地の沿革、地租改正から地籍調 

　　査、里道・水路 

25. 土地改良施設管理 
　　ため池･井堰・農業用水路等の管理 

26. 福崎町の観光 
　　福崎町の観光資源や歳時記について 

せき 

新講座 

１６ 



１７ 

●文化センター行事予定（1/28～2/24） 

神崎学園 
日時：２月１０日（木）　１３：２０～１５：２０　専門講座 
　　　２月２４日（木）　１０：００～１２：００　専門講座 

福寿学園 
日時：２月１０日（木）　１０：００～１２：００　専門講座 
　　　２月１７日（木）　１０：００～１２：００　専門講座 

老人大学一般教養講座（公開講座） 
日時：２月２４日（木）　１３：２０～１５：００ 
演題：健康を守るツボ 
講師：東洋医学師　加茂田　喬さん 
＊上記公開講座は、一般の方も参加できます。 

要
介
護
認
定
者
の
障
害
者
控
除 

対
象
者
認
定
書
交
付
の
お
知
ら
せ 

　
所
得
税
法
や
地
方
税
法
で
は
、

所
得
申
告
す
る
本
人
ま
た
は
扶

養
親
族
等
が
障
害
者
に
該
当
す

る
場
合
、
『
障
害
者
控
除
』
と

し
て
一
定
金
額
を
所
得
か
ら
控

除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
こ
の
障
害
者
控
除
の
対
象
と

な
る
人
は
、
一
般
的
に
は
、
身

体
障
害
者
手
帳
や
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け

て
い
る
人
で
す
が
、
手
帳
を
持

っ
て
い
な
く
て
も
「
年
齢
が
満

６５
歳
以
上
の
人
で
、
精
神
又
は

身
体
に
障
害
が
あ
り
、
そ
の
障

害
の
程
度
が
前
記
の
人
に
準
ず

る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
の
認

定
を
受
け
て
い
る
人
」
も
、
障

害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

　
こ
の
判
定
は
、
介
護
保
険
の

要
介
護
度
や
訪
問
調
査
等
で
お

聞
き
し
た
内
容
を
も
と
に
行
い

ま
す
（
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し

も
障
害
者
控
除
の
対
象
に
な
る

と
は
限
り
ま
せ
ん
）。 

　
確
定
申
告
に
必
要
と
思
わ
れ

る
方
は
、
事
前
に
役
場
健
康
福

祉
課
介
護
保
険
係
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
認
定
さ
れ
た
方
に

は
、
後
日
、
認
定
書
を
交
付
し

ま
す
の
で
、
確
定
申
告
時
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
確
定
申
告
時
に
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
を
提
出
し
な
い

と
障
害
者
控
除
は
認
め
ら
れ
ま

せ
ん
。 

問
い
合
わ
せ
先 

健
康
福
祉
課
　
介
護
保
険
係

（
内
線
３
５
３
） 

　毎週金曜日は午後７時 
１５分まで窓口業務を延長
しておこなっています。 
　対応業務は、住民票、
戸籍、印鑑証明書、所得
証明書、外国人登録記載
事項証明書の交付です。 
＊住民異動、印鑑登録は
　除く。 

住民生活課窓口から 
のお知らせ 

福崎町町制施行５５周年企画 

　福崎町は今年５月３日に町制施行５５周年を迎えます。 
これにあたり、町の施策・歴史・文化など、５５年のあ
ゆみを残すため、現在、記念要覧を作成しています。 
　そこで、この要覧の１ページを、いろいろな視点か
ら見た町の風景・思い出の写真で飾るよう、みなさん
の撮影した写真「心に残るふるさとの風景」を募集し
ます。 

応募要件　福崎町に居住している（いた）方が町内で撮影し

た写真 

　（自然・町並み・行事などを背景にしたもの。風景のみも可。） 

応募方法　写真のタイトル、撮影した年代、撮影場所、氏

名、住所、連絡先電話番号を記入し、郵送またはメールで

お送りください。 

送付先　福崎町役場　総務課 

　　　　〒６７９－２２８０　福崎町南田原３１１６番地の１ 

　　　　soumu@town.fukusaki.hyogo.jp 

応募締切　２月７日（月） 

問い合わせ先　総務課（内線２２１） 

※写真のタイトル・氏名を掲載します。氏名の掲
載を希望しない場合はお知らせください。 
※フィルム・ネガなどの提出はご遠慮ください。 
※応募作品が多数の場合など、掲載できない場合
もありますので、ご了承ください。 
※お借りした写真は３月下旬頃にお返しします。 

思い出の一本松（新町） 
福　崎　太　郎 

はじめて
の歩こう

会 

福　崎　
花　子 



第67話 

　
現
在
、
福
崎
町
で
は
、
神
戸
大

学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
地
域
連

携
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
地
域
連
携

セ
ン
タ
ー
）
と
共
同
で
、
三
木
家

史
料
の
内
容
調
査
か
ら
、
福
崎
町

域
の
歴
史
の
掘
り
起
こ
し
を
行
っ

て
い
ま
す
。 

　
そ
の
成
果
を
、
地
域
連
携
セ
ン

タ
ー
の
先
生
方
か
ら
み
な
さ
ん
に

隔
月
で
報
告
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
史
料
か
ら
新
た

に
わ
か
っ
た
三
木
家
の
姿
を
紹
介

し
ま
す
。 

   

　
三
木
家
は
、
姫
路
藩
の
大
庄
屋

と
し
て
、
現
在
の
福
崎
町
と
市
川

町
に
ま
た
が
る
神
東
郡
辻
川
組 

（
時
期
に
よ
っ
て
若
干
の
変
更
が

あ
り
ま
す
が
、
井
ノ
口
村
・
辻
川

村
・
北
野
村
な
ど
約
２０
か
村
）
を

範
囲
に
職
務
を
果
た
し
て
い
ま
し

た
。 

　
今
回
は
三
木
家
史
料
の
中
の
文

政
６
年
（
１
８
２
３
）
１
月
「
諸

御
用
日
記
」
を
素
材
に
、
そ
の
職

務
の
一
つ
と
し
て
、
姫
路
藩
か
ら

の
御
触
書
（
一
般
民
衆
に
公
布
し

た
公
文
書
）
の
伝
達
に
関
与
す
る

側
面
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。 

　
例
え
ば
、
文
政
６
年
４
月
２９
日

に
、
触
元
大
庄
屋
か
ら
中
島
組
・

御
立
組
・
辻
川
組
の
大
庄
屋
に
対

し
て
、
大
坂
の
実
綿
市
場
主
江
戸

屋
弥
兵
衞
が
播
磨
国
で
綿
売
買
に

携
わ
っ
て
い
る
農
民
ら
を
自
ら
の

配
下
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
姫
路
藩
が
村
々
に

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
強

く
申
し
渡
し
た
御
触
書
が
伝
達
さ

れ
て
い
ま
す
。 

　
触
元
大
庄
屋
と
は
、
代
官
か
ら

の
御
触
書
を
大
庄
屋
た
ち
へ
通
達

す
る
た
め
に
任
命
さ
れ
た
役
職
で

す
。
こ
の
御
触
書
か
ら
は
、
中
島

組
・
御
立
組
・
辻
川
組
を
一
つ
の

単
位
と
し
て
御
触
書
を
伝
達
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
３
組
が
御
触

書
の
終
着
点
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
後
、
３
組
の
大
庄
屋

か
ら
各
組
内
の
村
々
へ
も
御
触
書

が
伝
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
当
時
の
辻
川
組
の
大
庄

屋
は
三
木
藤
作
で
あ
り
、
彼
は
同

組
内
の
村
々
へ
こ
れ
を
伝
達
し
、

姫
路
藩
の
意
向
を
周
知
さ
せ
る
と

い
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た

の
で
す
。 

諸御用日記 
文政6年（1823） 

ふ
れ
も
と 

お
ふ
れ
が
き 

ご
よ
う
に
っ
き 

し
ょ 

た
ず
さ 

に
な 

こ
く
み
ん
ね
ん
き
ん 

　
新
成
人
の
み
な
さ
ん
、
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
日
本
に
住
む
２０
歳
か
ら
６０
歳
未

満
の
す
べ
て
の
人
は
国
民
年
金
に

加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活
保

障
だ
け
で
な
く
、
万
が
一
、
病
気

や
ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
や

一
家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と

き
な
ど
、
あ
な
た
や
あ
な
た
の
家

族
を
守
っ
て
く
れ
ま
す
。 

　
た
だ
し
、
加
入
の
届
出
や
保
険

料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
年
金
が

受
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
、
「
あ
の
時
に
…
」
と
後
悔

す
る
前
に
、
国
民
年
金
に
加
入
し

ま
し
ょ
う
。 

　
加
入
の
手
続
き
は
、
役
場
住
民

生
活
課
ま
た
は
姫
路
年
金
事
務
所

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

（
２０
歳
前
に
就
職
し
て
厚
生
年
金

等
に
加
入
中
の
方
は
、
加
入
手
続

き
は
不
要
で
す
。
） 

　
な
お
、
学
生
の
方
や
収
入
が
少

な
く
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方

の
場
合
は
、
「
学
生
納
付
特
例
」

や
「
若
年
者
納
付
猶
予
」
な
ど
保

険
料
の
支
払
い
を
猶
予
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
の
で
、
国
民
年
金
の

加
入
手
続
き
と
あ
わ
せ
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。 

■
国
民
年
金
の
給
付
に
つ
い
て 

３
種
類
の
基
礎
年
金
が
あ
り
ま
す 

○
老
齢
基
礎
年
金 

　
６５
歳
か
ら
生
涯
受
け
ら
れ
ま
す
。 

○
障
害
基
礎
年
金 

　
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
の
状
態
に

な
っ
た
方
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

○
遺
族
基
礎
年
金 

　
夫
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
子
の

あ
る
妻
ま
た
は
子
が
受
け
ら
れ
ま

す
。 

■
年
金
手
帳
は
大
切
に
保
管
し
ま

し
ょ
う 

　
公
的
年
金
制
度
で
は
、
す
べ
て

の
制
度
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
る

基
礎
年
金
番
号
が
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。 

　
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
に
加
入

す
る
と
基
礎
年
金
番
号
が
記
載
さ

れ
た
年
金
手
帳
が
交
付
さ
れ
、
加

入
記
録
や
保
険
料
の
納
付
状
況
な

ど
が
こ
の
番
号
で
管
理
さ
れ
ま
す
。 

　
年
金
手
帳
は
、
年
金
に
関
す
る

手
続
き
の
際
に
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。 

問
い
合
わ
せ
先 

○
姫
路
年
金
事
務
所 

　
　
０
７
９
・
２
２
４
・
６
３
８
２ 

○
住
民
生
活
課
（
内
線
３
７
４
） 

２０
歳
か
ら
国
民
年
金 

福
崎
の
身
近
に
あ
る

福
崎
の
身
近
に
あ
る 

歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う

歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う 

福
崎
の
身
近
に
あ
る 

歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う 

〜
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー 

　
　
　
　

共
同
研
究
報
告
〜 

大
庄
屋
三
木
家
の
職
務
① 

地
域
連
携
研
究
員
　
山
　
善
弘 

被保険者の種類 第１号被保険者 第３号被保険者 第２号被保険者 

対象者 

保険料 

国庫負担 

２０歳以上６０歳未満
の自営業・農林漁
業・学生の方など 

第２号被保険者に
扶養されている配
偶者 

会社員・公務員など 

国民年金保険料 
【定額】１５,１００円 
（平成２２年度） 

・被保険者本人は保険料
　負担を要しない 
・配偶者の加入している
　年金の保険者が負担 

厚生年金保険料率 
０.１６０５８％ 
（平成２２年度９月現在） 
労使折半で保険料負担 

基礎年金の国庫負担割合については平成２１年４月１日から
それまでの１/３から１/２に引き上げられました 

１８ 


